
- 1 -

秋田県告示第３８０号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（03001-Y02、基準点測量）

２ 作業期間 令和６年８月19日から令和７年３月14日まで

３ 作業地域 能代市二ツ井町麻生地内

秋田県告示第３８１号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（03001-Y03、基準点測量）

２ 作業期間 令和６年８月19日から令和７年３月14日まで

３ 作業地域 能代市二ツ井町麻生地内

秋田県告示第３８２号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（03001-Y04、基準点測量）

２ 作業期間 令和６年８月19日から令和７年３月14日まで

３ 作業地域 能代市二ツ井町麻生地内

秋田県告示第３８３号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（03001-Y05、基準点測量）

２ 作業期間 令和６年８月19日から令和７年３月14日まで

３ 作業地域 能代市二ツ井町麻生地内
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秋田県告示第３８４号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり農林水産省東

北農政局八郎潟農業水利事業所長から公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３

項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和６年８月１日から同年12月23日まで

３ 作業地域 南秋田郡大潟村字中野地内（Ａ１－２幹線用水路ほか）

秋田県告示第３８５号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり国土交通省東

北地方整備局能代河川国道事務所長から公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第

３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ測量）

２ 作業期間 令和６年７月12日から令和７年３月10日まで

３ 作業地域 米代川46.0キロメートルから68.6キロメートルまで

秋田県告示第３８６号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和６年８月２日から同年11月１日まで

３ 作業地域 由利本荘市矢島町城内地内

秋田県告示第３８７号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり秋田県知事か

ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

令和６年８月23日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和６年５月８日から令和７年３月24日まで

３ 作業地域 仙北市田沢湖卒田地内


